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幼児の運動遊び応援事業に係るプロポーザル実施要領 

 

１ 目的 

幼少期における運動習慣の定着化やスポーツへの参加を促進するため、幼児向け運動遊び

を専門とする指導者を保育園等に派遣し、各園の環境に即した幼児の運動遊びのサポートを

行い、保育士等のスキルアップに向けた指導を行う。指導の専門性や指導力、企画力を有す

る最も適切な事業者に事業を委託するため、公募型プロポーザルを実施する。 

 

２ 企画提案を募集する委託業務内容 

（１）業 務 名  幼児の運動遊び応援事業 

（２）業 務 内 容  別添仕様書のとおり 

（３）委 託 期 間  令和８年５月１日（金）から令和９年３月１４日（日）まで 

（４）委託上限額  金９６８千円（消費税および地方消費税を含む。） 

 

３ 応募要件 

本委託業務は、県が企業等に委託して実施する。委託するに当たり企画提案を募集するが、

これに応募できる者は、本業務の実施に必要な能力を有し、次に掲げる事項をすべて満たす

者とする。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しないこと。 

（２）本委託業務の応募資格認定の日において現に県の指名停止措置を受けていないこと。 

（３）民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定による再生手続開始の申立て、会社更

生法（平成１４年法律第１５４号）の規定による更生手続開始の申立て、または破産法（平

成１６年法律第７５号）の規定による破産手続き開始の申立てが行われている者でないこ

と。 

（４）入札の日以前６月以内に、手形交換所で不渡手形もしくは不渡小切手を出した事実また

は銀行もしくは主要取引先から取引停止等を受けた事実がない者であること。 

（５）次のアからオまでのいずれにも該当しない者であること。 

  ア 役員等（個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員またはその支店

もしくは常時契約を締結する事務所を代表する者をいう。以下同じ。）が暴力団員（暴

力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号

に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）である者 

  イ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴

力団をいう。以下同じ。）または暴力団員が経営に実質的に関与している者 

  ウ 役員等が自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加

える目的をもって、暴力団または暴力団員の利用等をしている者 

  エ 役員等が、暴力団もしくは暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与する

など直接的もしくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、または関与している者 

  オ 役員等が暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

（６）福井県内に主たる営業所を有していること。県の求めに応じて随時来庁し、対応できる

体制を整えていること。 

（７）福井県のすべての県税ならびに消費税および地方消費税において滞納がない者であるこ

と。 
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４ 失格事項 

  次のいずれかに該当する場合は失格とする。 

  また、最優秀企画提案者が契約締結するまでの間に次のいずれかに該当する場合、または

該当していることが判明した場合は、最優秀企画提案者の決定を取り消し、その者とは契約

を締結しない。 

（１）応募資格審査結果通知日までに提案者が前記の応募資格要件を満たさなくなった場合 

（２）見積書の金額が、委託上限額を超える場合 

（３）提出期限までに提出資料が提出されない場合 

（４）２案以上の企画提案をした場合 

（５）提出資料に虚偽の記載があった場合 

（６）著しく信義に反する行為があった場合 

（７）契約を履行することが困難と認められる場合 

（８）企画提案書の記載内容が法令違反など、著しく不適当な場合 

（９）審査の公平性に影響を与える行為があった場合 

（10）書類に不備がある場合（軽微な場合を除く。） 

 

５ プロポーザル審査の手続き等 

（１）スケジュール 

ア 質問票の提出期限         令和８年４月１３日（月） 

イ 実施要領等の配布期限       令和８年４月１３日（月） 

ウ 応募資格認定申請提出期限     令和８年４月１４日（火） 

エ 応募資格の認定結果通知期日    令和８年４月１６日（木） 

オ 企画提案書の提出期日       令和８年４月２２日（水） 

カ 選定委員会（プレゼンテーション） 令和８年４月２８日（火）＜予定＞ 

キ 選定結果通知期日             選定委員会開催の日から１週間以内 

 

（２）実施要領等の配布 

ア 配布期日  令和８年４月１３日（月）１７時まで 

イ 配布場所  福井県交流文化部文化・スポーツ局スポーツ課 

ウ 配布方法  実施要領等は、上記イ配布場所での配布および福井県交流文化部文化・

スポーツ局スポーツ課ホームページに掲載する。 

スポーツ課 URL https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/013710/index.html  

 

（３）質問の受付および回答 

本プロポーザルに関する質問を次のとおり受付け、回答する。 

ア 受付期日  令和８年４月１３日（月）１７時まで 

イ 提出場所  下記「１２ 問合せ先」に同じ 

ウ 提出方法  質問票（様式１）により、電子メールにて送信すること。 

エ 回答方法  すべての応募資格認定者に対して、電子メールにて４月１４日（火）ま

でに回答を送信する。 
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（４）応募資格認定申請書の提出 

本プロポーザルに参加を希望する者は、次のとおり応募資格認定申請書（様式２）およ

び会社概要書（様式３）を提出すること。提出書類は各様式に記載している。 

ア 提出期限  令和８年４月１４日（火）１７時（必着） 

イ 提出方法  原則として、電子メールにて送信すること。郵送（配達証明）または宅

急便（手渡したことが証明されるものに限る。）によること。なお、持

参の場合は、９時から１７時までの間に限る。 

ウ 提出先   下記「１２ 問合せ先」に同じ 

エ 提出部数  各１部（紙媒体の場合） 

 

（５）応募資格の認定結果通知 

応募資格要件を審査し、その結果を令和８年４月１６日（木）までに書面にて通知

する。応募資格認定申請書を提出した者のうち、応募資格要件を満たさなかった者に

対しては、満たさなかった旨および満たさないと判断した理由を書面により通知する。 

 

（６）企画提案書等の提出 

応募資格認定者は、仕様書に沿った企画提案書等を次により提出すること。 

ア 提出期限 令和８年４月２２日（水）１７時（必着） 

イ 提出書類 

①企画提案書の提出について（様式４） 

②下記書類（任意様式） 

Ⅰ 事業実施主体 

・実施体制（名簿、役割、資格など） 

・指導実績 

・指導者の資質（関連分野の知識・知見、研修計画など） 

・連絡体制（関係者との連絡調整が円滑にできる体制が整っているかなど） 

Ⅱ 事業内容 

・事業計画（環境や発達段階に応じた運動遊びプログラム計画など） 

    ※詳細は別紙１「幼児の運動遊び応援事業に係るプロポーザル選定基準を参照 

③経費見積書（上記企画提案書の実現を含むこと。内訳を添付すること。） 

※記載する金額は消費税および地方消費税を含んだ金額とする。 

ウ 提出方法および提出部数 

提出書類は、電子データと紙媒体（各６部）を持参、郵送（配達証明）または宅急

便（手渡したことが証明されるものに限る。）により提出すること。なお、持参の場合

は、９時から１７時までの間に限る。 

エ 提 出 先 下記「１２ 問合せ先」に同じ 

オ 留意事項 

① 必要書類が不足している資料、提出期日に遅れた資料は一切受け付けない。 

② 提出された書類は返却しない。 

③ 企画提案に係る経費はすべて提案者の負担とする。 

④ 書類の内容に虚偽の記載がある場合には、失格とする。 

⑤ 提出された企画提案書等の書類は、審査に必要な範囲内において複製することが
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ある。 

⑥ 提出書類はＡ４版縦長用紙、横書き、左とじを基本とする。 

 

（７）選定委員会 

ア 日  程  詳細については、企画提案書を提出した者に別途通知する。 

イ 実施方法  プレゼンテーション １５分程度 

        質疑応答      １５分程度 

ウ そ の 他  説明は紙媒体での説明とする。 

 

６ 選定方法 

（１）提案者の選定 

   選定委員会において、企画提案書を提出した者（以下「提案者」という。）によるプレ

ゼンテーションを実施し、別に定める「幼児の運動遊び応援事業に係るプロポーザル選定

要領」に基づく審査を行い、評価点数の総合得点により最も優れた提案者を選定する。選

定基準については、別紙「幼児の運動遊び応援事業に係るプロポーザル選定基準」を参照

すること。 

   なお、選定委員会への参加報酬は支払わない。 

 

（２）最優秀企画提案者の決定 

   選定委員会において総合的に評価し、最も優れた提案者を最優秀企画提案者とする。 

   なお、最優秀企画提案者が辞退した場合は、次点の者を最優秀企画提案者とする。 

 

（３）選定結果通知 

   選定結果の通知については、すべての本プロポーザル参加者に対して通知する。 

ア 通知方法  応募者の代表者（担当者）宛に書面にて通知 

イ 通知予定日 選定委員会開催の日から１週間以内 

なお、審査内容および各事業者の企画提案内容、見積額等については、

非公開とし、選定結果に対する異議申立ては、一切受け付けない。 

 

７ 契約の締結 

最優秀企画提案者と企画提案書等に記載された項目に基づき協議を行い、契約における仕

様、金額等の内容を定め、福井県財務規則に基づき契約を締結する。 

したがって、最優秀企画提案者の決定をもって企画提案書に記載された全内容を承認する

ものではない。また、「４ 失格事項」に該当する場合には、福井県は契約締結を取り消す

場合がある。 

 

８ 再委託 

本委託業務のすべてを再委託することは一切認めない。ただし、必要により一部を再委託

する場合には、福井県に協議のうえ、その承認を得るものとする。 

 

９ 成果物に関する権利の帰属 

本委託業務により作成された成果物の使用権および著作権は、福井県に帰属するものとす
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る。 

 

１０ 打合せ 

本委託業務を進めるに当たっては、福井県の担当者およびその担当者が指示する者と打合

せをすることとし、打合せに係る費用等については、受託者が負担することとする。 

 

１１ 委託業務実施上の留意点 

（１）受託者は、業務全般を監督する責任者を設ける。当該責任者は、福井県の担当者と必要

に応じ打合せを行い、業務内容を理解し、効率的に業務が遂行できるよう提案を行い、実

施するものとする。 

（２）本委託業務の実施に当たって、トラブル等が生じた場合は、受託者は速やかに福井県に

連絡するとともに、福井県と連携してその処理にあたるものとする。 

（３）契約書、仕様書に記載されていない事項であっても、軽微な事項に限り、業務の遂行上

特に必要な業務については、協議の上、委託金額の範囲内で作業内容を変更することがで

きるものとする。 

 

１２ 問合せ先 

   〒９１０－８５８０ 福井県福井市大手３丁目１７－１ 

   福井県交流文化部文化・スポーツ局スポーツ課（県庁５階） 

    担当：鵜山、高村 

   T E L ０７７６－２０－０７４６ 

   F A X ０７７６－２０－０６６４ 

   E-mail spor ts@pref . fukui . l g . j p 


